
�愛媛県告示第７９９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定に

より、次のとおり伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合の共同処理す

る事務の変更及び同組合の規約の変更を許可した。

平成２２年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

� 事務の変更事項

介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づく指定特定施設

入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護、指定

訪問介護及び指定介護予防訪問介護の事業運営に関する事務の

追加

� 規約の変更事項

上記事務の変更事項に係る規定の変更

２ 変更年月日

� 事務の変更年月日

平成２２年７月１日

� 規約の変更年月日

平成２２年７月１日

３ 変更許可年月日

平成２２年６月２８日
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�愛媛県告示第８００号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県四国中央保健所及び四国中央市役所において告示

の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２２年７月６日

愛媛県四国中央保健所長 廣 瀬 浩 美

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

愛媛パルプ協同組合

四国中央市川之江町４１５番地１

理事長 伊藤 俊次

２ 事業場の名称及び所在地

愛媛パルプ協同組合

四国中央市川之江町４１５番地１

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第２３

号イ、ヘ、ト、第７１の４号

ダイオキシン類対策特別措置法施行令（平成１１年政令第４３３号）

別表第２第１５号イ

４ 変更しようとする事項の内容

排出水の汚染状態及び量の変更

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口（工場排水）
変更なし

備考 この他に、生活排水口が２箇所、工業用水排水口が１

箇所、雨水排水口が２１箇所（今回９箇所新設し１箇所統

廃合にて廃止。）ある。

�������
�愛媛県告示第８０１号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２２年７月６日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２２年６月２４日

３ 指定道路の位置

四国中央市具定町字山田７７番１の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３４．４３メートル

� 幅員 ４．００メートル

発 行 愛 媛 県
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�公 告

屋外広告物条例の規定に基づく講習会の開催について

愛媛県屋外広告物条例（昭和３９年愛媛県条例第５０号）第３８条第１

項の規定に基づき、次のとおり同項に規定する講習会を開催する。

平成２２年７月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 講習会の期日

平成２２年８月２７日（金）

午前９時から午後４時２０分まで

２ 講習会の場所

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第一別館１１階会議室

３ 受講申込書の提出期限

平成２２年８月６日（金）。ただし、郵送による場合は、同日ま

での消印のあるものは、受け付ける。

４ 受講申込書の提出先

〒７９０－８５７０

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県土木部道路都市局都市計画課

�愛媛県公安委員会規則第７号
愛媛県暴力団排除条例施行規則を次のように定める。

平成２２年７月６日

愛媛県公安委員会委員長 � 井 實

愛媛県暴力団排除条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県暴力団排除条例（平成２２年愛媛県条例第２４号。以下「条例」という。）第１９条から第２２条までの規定に基づき、

条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（調査の手続）

第２条 条例第１９条に規定する説明又は資料の提出の要求は、説明・資料の提出要求書（様式第１号）により行うものとする。

２ 公安委員会は、前項の場合において、口答による説明を求めることが適当であると認めるときは、当該説明を求めることができる。

３ 条例第１９条の規定により文書による説明又は資料の提出を求められた者は、説明・資料提出書（様式第２号）を公安委員会に提出する

ものとする。

４ 公安委員会は、第１項の要求については、説明・資料提出書の提出期限又は口頭による説明期日までに相当な期間をおいて行うものと

する。

５ 条例第１９条の規定により説明又は資料の提出を求められた者が提出期限までに説明・資料提出書を提出せず、又は口頭による説明期日

に出頭しないときは、説明又は資料の提出を拒んだものとして取り扱うものとする。

（口頭による説明の聴取）

第３条 公安委員会は、条例第１９条の説明が口頭で行われるときは、警察本部長が指定する警察職員にこれを聴取させることができる。

２ 条例第１９条の規定により口頭による説明を求められた者（以下「説明者」という。）は、病気その他のやむを得ない理由がある場合に

は、公安委員会に対し、説明日時等変更申出書（様式第３号）により、口頭による説明の日時又は場所の変更を申し出ることができる。

３ 公安委員会は、前項の規定による申出又は職権により、口頭による説明の日時又は場所を変更することができる。

４ 公安委員会は、前項の規定により口頭による説明の日時若しくは場所を変更したとき、又は第２項の規定による申出を受けた場合で口

頭による説明の日時若しくは場所を変更しなかったときは、速やかに、その旨を説明日時等決定通知書（様式第４号）により説明者に通

知しなければならない。

（勧告の方法）

第４条 条例第２０条の勧告は、勧告書（様式第５号）により行うものとする。

（公表の方法）

第５条 条例第２１条第１項の規定による公表は、次に掲げる事項の愛媛県報への掲載又はインターネットによる公開により行うものとする。

� 公表をしようとする者（以下「当事者」という。）の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務

所の所在地）

� 公表の原因となる事実

（意見を述べる機会の付与）

第６条 公安委員会は、条例第２１条第２項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、当事者に対し、意見聴取通知書（様式第６号）

により通知するものとする。

２ 公安委員会は、前項に規定する場合において、口頭による意見の聴取を行う必要があると認めるときは、その旨を通知するものとする。

３ 公安委員会は、前項に規定する場合を除き、当事者に対し、申述書（様式第７号）の提出を求めるものとする。

４ 当事者は、意見を述べるに当たり、証拠資料を提出することができる。

公 告

公安委員会規則

愛 媛 県 報平成２２年７月６日 第２１８１号
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５ 公安委員会は、第１項の規定による通知については、申述書の提出期限又は口頭による意見の聴取期日までに相当な期間をおいて行う

ものとする。

６ 当事者が提出期限までに申述書を提出せず、又は口頭による意見の聴取期日に出頭しないときは、意見がなかったものとして取り扱う

ものとする。

（口頭による意見の聴取）

第７条 公安委員会は、前条第２項の規定により口頭による意見の聴取を行うときは、警察本部長が指定する警察職員にこれを聴取させる

ことができる。

２ 前条第２項の規定による通知を受けた者（以下「意見者」という。）は、病気その他のやむを得ない理由がある場合には、公安委員会

に対し、意見聴取日時等変更申出書（様式第８号）により、口頭による意見の聴取の日時又は場所の変更を申し出ることができる。

３ 公安委員会は、前項の規定による申出又は職権により、口頭による意見の聴取の日時又は場所を変更することができる。

４ 公安委員会は、前項の規定により口頭による意見の聴取の日時若しくは場所を変更したとき、又は第２項の規定による申出を受けた場

合で口頭による意見の聴取の日時若しくは場所を変更しなかったときは、速やかに、その旨を意見聴取日時等決定通知書（様式第９号）

により意見者に通知しなければならない。

（代理人の選任等）

第８条 条例第１９条の規定により説明若しくは資料の提出を求められた者又は条例第２１条第２項の規定により意見を述べる機会を与えられ

た者（以下「当事者等」という。）は、代理人を選任することができる。

２ 代理人は、各自、当事者等のために、説明若しくは資料の提出又は意見の聴取に関する一切の行為をすることができる。

３ 当事者等は、代理人を選任しようとするときは、代理人選任届出書（様式第１０号）を公安委員会に提出しなければならない。

４ 当事者等は、第１項の規定により選任した代理人がその資格を失ったときは、代理人資格喪失届出書（様式第１１号）によりその旨を公

安委員会に届け出なければならない。

（補則）

第９条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

附 則

この規則は、平成２２年８月１日から施行する。

愛 媛 県 報平成２２年７月６日 第２１８１号
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（表）
公委第 号

年 月 日

説明・資料の提出要求書

殿

愛媛県公安委員会 □印

愛媛県暴力団排除条例第19条の規定により、次のとおり説明又は資料の提出を
要求する。

説明又は資料の提出
を 求 め る 理 由

説明又は提出資料
の 内 容

説明・資料提出書
の 提 出 期 限

年 月 日まで

備 考

注１ 口頭による説明を求める場合は、「備考」欄にその旨並びに出頭すべき日時
及び場所を記載すること。

２ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付
すること。

３ 説明又は資料の提出に際しての留意事項は、裏面のとおりとする。

様式第１号（第２条関係）

愛 媛 県 報平成２２年７月６日 第２１８１号
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（裏）

説明又は資料の提出に際しての留意事項

１ 正当な理由がなく説明又は資料の提出を拒んだときは、愛媛県暴力団排除

条例第 21 条第１項の規定により、公表されることがあります。

２ 説明・資料提出書には、あなたの住所及び氏名、説明・資料の提出要求書

の番号及び日付並びに説明又は提出資料の内容を記載して提出してくださ

い。

なお、口頭による説明を求められた場合で資料の提出を行わないときは、

説明・資料提出書の提出は必要ありません。

３ 提出期限までに説明・資料提出書の提出がないとき（口頭による説明の場

合は、説明期日に出頭しないとき）は、これを拒んだものとして取り扱いま

す。

４ 口頭による説明を求められた場合であって、あなたが病気その他のやむを

得ない理由があるときには、説明日時等変更申出書により、口頭による説明

の日時又は場所の変更を申し出ることができます。

５ 説明又は資料の提出に際して、あなたに代わって代理人を選任できますの

で、説明・資料の提出要求書の番号及び日付、代理人の住所及び氏名並びに

当該代理人に説明又は資料の提出に関する一切の手続をすることを委任する

旨を明示した代理人選任届出書を提出してください。

６ あなた又はあなたの代理人が、口頭による説明期日に出頭する場合は、こ

の説明・資料提出要求書を持参してください。
 

愛 媛 県 報平成２２年７月６日 第２１８１号
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説明・資料提出書

年 月 日

愛媛県公安委員会 殿

住 所

氏 名 ㊞

愛媛県暴力団排除条例施行規則第２条第３項の規定により、次のとおり提出し
ます。 

説明・資料の提出要求書

の 番 号 及 び 日 付

公委 第 号

年 月 日 

説明又は提出資料の内容 

備 考

注 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付す
ること。 

様式第２号（第２条関係）

愛 媛 県 報平成２２年７月６日 第２１８１号
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説明日時等変更申出書

年 月 日

愛媛県公安委員会 殿

住 所

氏 名 ㊞

愛媛県暴力団排除条例施行規則第３条第２項の規定により、次のとおり口頭に
よる説明の日時又は場所の変更を申し出ます。

説明・資料の提出要求書
の 番 号 及 び 日 付

公委 第 号
年 月 日

申出事項

変 更 前

日 時 年 月 日 時 分から

場 所

変更希望

日 時 年 月 日 時 分から

場 所

申 出 理 由

様式第３号（第３条関係）

愛 媛 県 報平成２２年７月６日 第２１８１号
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公委第 号
年 月 日

説明日時等決定通知書

殿

愛媛県公安委員会 □印

愛媛県暴力団排除条例施行規則第３条第４項の規定により、次のとおり口頭によ
る説明の日時及び場所を決定したので通知する。

説明・資料の提出要求書
の 番 号 及 び 日 付

公委 第 号
年 月 日

□ 変 更 決 定

変更前

日時 年 月 日 時 分から

場所

変更後

日時 年 月 日 時 分から

場所

□ 不変更決定

説 明 の 日 時 及 び 場 所 を 変 更 し な い 理 由

注 該当する□の中にレ印を付けること。

様式第４号（第３条関係）

愛 媛 県 報平成２２年７月６日 第２１８１号
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公委第 号
年 月 日

勧 告 書

殿

愛媛県公安委員会 □印

愛媛県暴力団排除条例第20条の規定により、次のとおり勧告する。

勧告の内容

勧告の原因
となる事実

注１ 正当な理由がなく勧告に従わなかったときは、愛媛県暴力団排除条例第 21
条第１項の規定により、公表されることがある。

２ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付
すること。

様式第５号（第４条関係）

愛 媛 県 報平成２２年７月６日 第２１８１号
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（表）
公委第 号

年 月 日

意見聴取通知書

殿

愛媛県公安委員会 □印

次のとおり意見の聴取を行うので、愛媛県暴力団排除条例施行規則第６条第１
項の規定により通知する。

予定される公表の
原 因 と な る 事 実

公表の根拠となる
条 例 の 条 項

申述書の提出期限 年 月 日まで

備 考

注１ 口頭による意見の聴取を行う場合は、「備考」欄にその旨並びに出頭すべき
日時及び場所を記載すること。

２ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付
すること。

３ 意見の聴取に際しての留意事項は、裏面のとおりとする。

様式第６号（第６条関係）

愛 媛 県 報平成２２年７月６日 第２１８１号
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（裏）

意見の聴取に際しての留意事項

１ 申述書には、あなたの住所及び氏名、意見聴取通知書の番号及び日付並び

に公表の原因となる事実その他当該事実の内容についての意見を記載して提

出してください。

なお、口頭による意見の聴取が行われる場合は、申述書の提出は必要あり

ません。

２ 意見を述べるときは、証拠資料を提出することができます。

３ 提出期限までに申述書の提出がないとき（口頭による意見の聴取の場合は、

意見の聴取期日に出頭しないとき）は、これを拒んだものとして取り扱いま

す。

４ 口頭による意見の聴取が行われる場合であって、あなたが病気その他のや

むを得ない理由があるときには、意見聴取日時等変更申出書により、口頭に

よる意見の聴取の日時又は場所の変更を申し出ることができます。

５ 意見の聴取に際して、あなたに代わって代理人を選任できますので、意見

聴取通知書の番号及び日付、代理人の住所及び氏名並びに当該代理人に意見

の聴取に関する一切の手続をすることを委任する旨を明示した代理人選任届

出書を提出してください。

６ あなた又はあなたの代理人が、口頭による意見の聴取期日に出頭する場合

は、この意見聴取通知書を持参してください。
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申 述 書

年 月 日

愛媛県公安委員会 殿

住 所

氏 名 ㊞

愛媛県暴力団排除条例施行規則第６条第３項の規定により、次のとおり提出し
ます。

意 見 聴 取 通 知 書
の 番 号 及 び 日 付

公委 第 号
年 月 日

公表の原因となる事実
その他当該事案の内容
に つ い て の 意 見

備 考

注 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付す
ること。

様式第７号（第６条関係）
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意見聴取日時等変更申出書

年 月 日

愛媛県公安委員会 殿

住 所

氏 名 ㊞

愛媛県暴力団排除条例施行規則第７条第２項の規定により、次のとおり口頭に
よる意見の聴取の日時又は場所の変更を申し出ます。

意 見 聴 取 通 知 書
の 番 号 及 び 日 付

公委 第 号
年 月 日

申出事項

変 更 前

日 時 年 月 日 時 分から

場 所

変更希望

日 時 年 月 日 時 分から

場 所

申 出 理 由

様式第８号（第７条関係）
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公委第 号
年 月 日

意見聴取日時等決定通知書

殿

愛媛県公安委員会 □印

愛媛県暴力団排除条例施行規則第７条第４項の規定により、次のとおり口頭によ
る意見の聴取の日時及び場所を決定したので通知する。

意 見 聴 取 通 知 書
の 番 号 及 び 日 付

公委 第 号
年 月 日

□ 変 更 決 定

変更前

日時 年 月 日 時 分から

場所

変更後

日時 年 月 日 時 分から

場所

□ 不変更決定

意 見 の 聴 取 の 日 時 及 び 場 所 を 変 更 し な い 理 由

注 該当する□の中にレ印を付けること。

様式第９号（第７条関係）
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代理人選任届出書

年 月 日

愛媛県公安委員会 殿

住所

氏名 ㊞

私は、愛媛県暴力団排除条例施行規則第８条第１項の規定により、次の者を代

理人として選任し、 に関する一切の行為をすることを委任

します。

説 明 ・ 資 料 の 提 出 要 求 書
又 は 意 見 聴 取 通 知 書 の
番 号 及 び 日 付

公委 第 号

年 月 日

代 理 人 の 住 所

代 理 人 の 氏 名

当 事 者 等 と の 関 係

注 不要の文字は、横線で消すこと。

説明又は資料の提出
意 見 の 聴 取

様式第１０号（第８条関係）
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代理人資格喪失届出書

年 月 日

愛媛県公安委員会 殿

住 所

氏 名 ㊞

私の代理人は、その資格を失ったので、愛媛県暴力団排除条例施行規則第８条第４
項の規定により届け出ます。

説 明 ・ 資 料 の 提 出 要 求 書
又 は 意 見 聴 取 通 知 書 の
番 号 及 び 日 付

公委 第 号

年 月 日

代 理 人 の 住 所

代 理 人 の 氏 名

様式第１１号（第８条関係）
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�愛媛県公安委員会訓令第４号
愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２２年７月６日

愛媛県公安委員会委員長 � 井 實

愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

愛媛県公安委員会事務専決規程（昭和３７年愛媛県公安委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 部長専決事項

�～� 省略

� 刑事部長

法令 専決事項

省略

暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律施行

規則（平成３年国家公安委

員会規則第４号）

省略

愛媛県暴力団排除条例（平

成２２年愛媛県条例第２４号）

１ 第１９条の規定による関係者に

対する説明又は資料の提出の要

求

２ 第２１条第２項の規定による意

見を述べる機会の付与

省略

� 省略

２ 課長専決事項

�～� 省略

� 組織犯罪対策課長

法令 専決事項

省略

暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律の規

定に基づく意見聴取の実施

に関する規則

省略

愛媛県暴力団排除条例施行

規則（平成２２年愛媛県公安

委員会規則第７号）

１ 第２条第３項の規定による説

明・資料提出書の受理

２ 第３条第１項の規定による説

明の聴取指示

３ 第３条第２項の規定による口

頭による説明の日時又は場所の

変更の申出の受理

４ 第３条第３項の規定による口

頭による説明の日時又は場所の

変更

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 部長専決事項

�～� 省略

� 刑事部長

法令 専決事項

省略

暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律施行

規則（平成３年国家公安委

員会規則第４号）

省略

省略

� 省略

２ 課長専決事項

�～� 省略

� 組織犯罪対策課長

法令 専決事項

省略

暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律の規

定に基づく意見聴取の実施

に関する規則

省略

公安委員会訓令

改 正 後 改 正 前
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５ 第３条第４項の規定による口

頭による説明の日時及び場所の

決定の通知

６ 第６条第１項及び第２項の規

定による通知

７ 第６条第３項の規定による申

述書の提出の要求

８ 第６条第４項の規定による証

拠資料の受理

９ 第７条第１項の規定による意

見の調取指示

１０ 第７条第２項の規定による口

頭による意見の聴取の日時又は

場所の変更の申出の受理

１１ 第７条第３項の規定による口

頭による意見の聴取の日時又は

場所の変更

１２ 第７条第４項の規定による口

頭による意見の聴取の日時及び

場所の決定の通知

１３ 第８条第３項の規定による代

理人選任届出書の受理

１４ 第８条第４項の規定による代

理人資格喪失届出書の受理

省略

�～� 省略

附 則

この訓令は、平成２２年８月１日から施行する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第４６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成２２年７月６日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，２０２，０２４

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２４，０４１

� ４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数 ２６７，００４

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

省略

�～� 省略

選挙管理委員会告示

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４４，１４２ １４，７１４

南 宇 和 郡 ２１，６８３ ７，２２８

松山市・上浮穴郡 ４２９，２１６ １３８，２０３

今 治 市 ・ 越 智 郡 １４９，５０７ ４９，８３６

宇和島市・北宇和郡 ８６，５６４ ２８，８５５

八幡浜市・西宇和郡 ４３，３６０ １４，４５４

新 居 浜 市 １０２，８９６ ３４，２９９

西 条 市 ９３，９１９ ３１，３０７

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５６，３１１ １８，７７１

伊 予 市 ３２，６１５ １０，８７２

四 国 中 央 市 ７６，４５１ ２５，４８４

西 予 市 ３６，８８８ １２，２９６

東 温 市 ２８，４７２ ９，４９１
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�公 告

平成２２年度行政書士試験の実施について

行政書士法（昭和２６年法律第４号）第４条第１項の規定により愛

媛県知事から財団法人行政書士試験研究センターに委任された行政

書士試験について、行政書士試験の施行に関する定め（平成１１年自

治省告示第２５０号）第８に基づき、次のとおり公示します。

平成２２年７月６日

財団法人行政書士試験研究センター

理事長 木 寺 久

１ 試験期日

平成２２年１１月１４日（日）午後１時から午後４時まで

２ 愛媛県における試験場所

松山市大可賀２－１－２８ アイテムえひめ

３ 試験の科目及び方法

� 試験の科目

試験科目 内 容 等

行政書士の業務に

関し必要な法令等

（出題数 ４６題）

憲法、行政法（行政法の一般的な法

理論、行政手続法、行政不服審査法、

行政事件訴訟法、国家賠償法及び地

方自治法を中心とする。）、民法、

商法及び基礎法学の中からそれぞれ

出題し、法令については、平成２２年

４月１日現在施行されている法令に

関して出題します。

行政書士の業務に

関連する一般知識

等

（出題数 １４題）

政治・経済・社会、情報通信・個人

情報保護、文章理解

� 試験の方法

ア 試験は、筆記試験によって行います。

イ 出題の形式は、「行政書士の業務に関し必要な法令等」は

択一式及び記述式、「行政書士の業務に関連する一般知識等」

は択一式とします。

※ 記述式は、４０字程度で記述するものを出題します。

４ 受験手続

� 郵送による受験申込み

ア 受付期間

平成２２年８月２日（月）から９月３日（金）まで

イ 受付場所

（財）行政書士試験研究センター

受験願書と一緒に配布する封筒により簡易書留郵便で郵送

してください（あて先は印刷されています。）。９月３日の

消印があるものまで受け付けます。

ウ 提出書類

受験願書一式（配布場所についてはオを御覧ください。）

エ 受験手数料

７，０００円

受験手数料の納付方法については、試験案内を御覧くださ

い。

オ 試験案内及び受験願書の配布方法、配布期間及び配布場所

� 郵送配布

配布期間 平成２２年８月２日（月）から８月２７日（金）

まで

郵送を希望する方は、１４０円分の切手を貼った、あて先

明記の返信用封筒（角２号：Ａ４サイズの用紙が折らずに

入る大きさ）を同封した上、封筒の表に「願書請求」と朱

書きして、下記あて先まで郵便で請求してください（８月

２７日必着のこと。）。

名称 （財）行政書士試験研究センター

住所 〒１００－８７７９ 郵便事業（株）銀座支店留

� 窓口配布

ａ 配布期間

平成２２年８月２日（月）から９月３日（金）まで

ｂ 配布場所

別表に掲げる場所

� インターネットによる受験申込み

ア 受験申込み画面への入力

（財）行政書士試験研究センターのホームページ（http :

//gyosei-shiken.or.jp）からインターネット出願画面に接続

し、画面の項目に従って必要事項を漏れなく入力してくださ

い。

イ 受験手数料の払込み

� 受験手数料（７，０００円）の払込みは、クレジットカード

（申込者本人名義のものに限る。）による決済のみとなり

ます。

� 利用できるクレジットカード

ＶＩＳＡ・Ｍａｓｔｅｒ・ＵＣ

� 一旦払い込まれた受験手数料は、原則として返還しませ

ん。

ウ 受付期間

� 平成２２年８月２日（月）午前９時から８月３１日（火）午

後５時まで

この出願システムは、８月３１日（火）午後５時で終了し

ます。午後５時までに入力を完了していないと、たとえ接

続中（入力中）であっても申込みができなくなりますので

御注意ください。

� 最終日（８月３１日）は大変混雑が予想されますので、余

裕を持って申し込んでください。

� 連絡先（問い合わせ先）

（財）行政書士試験研究センター

電話番号 ０３－５２５１－５６００

５ 特例措置の実施

身体の機能に障害のある方で試験中に特例措置（点字試験を含

む。）を希望される方は、申請の手続が必要となります。受験申

込みに先立って（財）行政書士試験研究センターへ必ず御相談く

ださい。

６ 合格発表の日時及び方法

� 日時

平成２３年１月２４日（月）午前９時

� 方法

（財）行政書士試験研究センターの掲示板に合格者の受験番

号を公示（掲示）します。なお、公示後、受験者全員に合否通

雑 報
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知書を郵送します。また、（財）行政書士試験研究センターの

ホームページ（http : //gyosei-shiken.or.jp）に合格者の受験番

号を登載します。

別表（４関係） 愛媛県における試験案内及び受験願書の配布場所

配布場所 所 在 地 配布時間

愛媛県総務部新行政推

進局私学文書課

松山市一番町４－４

－２

午前８時

３０分から

午後５時

１５分まで

愛媛県東予地方局総務

企画部総務県民課

西条市喜多川７９６－１

愛媛県東予地方局今治

支局総務県民室

今治市旭町１－４－

９

愛媛県中予地方局総務

企画部総務県民課
松山市北持田町１３２

愛媛県南予地方局八幡

浜支局総務県民室

八幡浜市北浜１－３

－３７

愛媛県南予地方局総務

企画部総務県民課

宇和島市天神町７－

１

愛媛県行政書士会 松山市錦町９８－１

愛媛県行政書士会館

午前９時

から午後

５時まで

注 土曜日及び日曜日は、配布しません。
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